
設備使⽤のご案内
工業試験場では、皆さまの技術開発を支援するために、当場が所有する試験機器等の設備

を開放しています。
当場には、試験研究機器が約１６０台あり、どなたでも利用いただけます。
ご利用に際しては、担当職員が丁寧に使用方法をご説明いたします。お気軽にご相談くだ

さい。
設備の種類や使用料など、詳しくは、工業試験場のホームページの「設備使用のご案内」

をご覧ください。

HPアドレス https://www.hro.or.jp/industrial/research/iri/gijyutu
/payment-s/setsubi.html（設備使用のご案内）

地⽅独⽴⾏政法⼈北海道⽴総合研究機構 産業技術環境研究本部

⼯業試験場

お問い合わせ︓（地独）北海道⽴総合研究機構 産業技術環境研究本部 ものづくり⽀援センター
⼯業技術⽀援グループ

電話︓０１１－７４７－２３４８（直通） メール︓iri-shien@ml.hro.or.jp

加⼯・
⼯作機械

試験・
測定機器

検査機器 その他

金属や非金属などの
素材を各種形状に加
工する加工・工作機
械を開放しています。

３Ｄプリンターや光造形
システム、プラスチック
射出成形機など３６設備

製品や素材などの試
験、測定など行う試
験・測定機器を開放
しています。

電波暗室やＥＭＩ測定装
置、振動試験装置など
１００設備

製品や部品に異常が
ないかなどを検査す
る検査機器を開放し
ています。

走査型電子顕微鏡やＸ線
ＣＴ装置、防水性能試験
装置など１４設備

自動化の可能性検討
のための各種ロボッ
トやＶＲシステムな
ども開放しています。

上記のほか、空間再現ディ
スプレイシステムや超高圧
洗浄機など１１設備

３Ｄプリンター 電波暗室



設備をご利⽤いただくまでの流れ

設備使⽤相談
（電話、メール等でご相談ください）

ご使⽤に際し、資格等が必要な機器がござい
ますので、詳しくは相談時にご確認ください。

使⽤設備・⽇時等の決定

申込書の作成 企業の代表者印を押印してください。

申込書の提出

振込依頼書の送付

使⽤料納⼊（原則前納）

使⽤⽅法の説明

設備使⽤

使⽤実績確認・使⽤後点検

基本料⾦（最初の１時間） ＋ ２時間⽬以降の料⾦ ✕ 使⽤時間（最初の１時間を除く）

※１時間未満の端数は１時間として計算します。また、予定時間より早く使⽤を終了した場合や
申込者の都合で使⽤しなかった場合も、申込時の料⾦を請求させていただきます。
※道外企業で道内に事務所、事業所等を有しない場合は、当法⼈の諸料⾦規程に基づき、料⾦表
の２倍の料⾦となりますので、ご了承ください。

※料⾦の後納については、当法⼈の諸料⾦規程に基づき対応いたしますので、事前にお問い合わせください。

提出いただく申込書には研究職員の確認印が必要です。
また、初めて使⽤される⽅が後納を希望する場合は、必
要書類がございますので、事前にご確認ください。

◇ 料⾦構成 ◇

振込依頼書に記載されている期⽇までに⾦融
機関等でお振り込みください。


